
（12）

お知らせ

下
水
道
事
業 

受
益
者
の
名
義
変
更
に
つ
い
て

問
上
下
水
道
課
　
撒（
５７
）４
１
４
７

　
受
益
者
負
担
金
を
分
割
で
納
付
中

の
方
で
、
土
地
の
売
買
、
相
続
、
使

用
賃
借
な
ど
に
よ
り
受
益
者
が
変
更

に
な
っ
た
場
合
は
新
受
益
者
の
承
諾

の
も
と
に
「
公
共
下
水
道
事
業
受
益

者
変
更
申
告
書
」
の
提
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

※�

自
動
的
に
権
利
変
更
と
は
な
り
ま

　
せ
ん
の
で
売
買
・
相
続
等
に
よ
り
、

　
納
入
者
（
受
益
者
）
を
変
更
す
る

　
場
合
は
、
必
ず
担
当
ま
で
ご
連
絡

　
く
だ
さ
い
。

下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
の 

徴
収
猶
予
を
受
け
て
い
る
方
へ

問
上
下
水
道
課
　
撒（
５７
）４
１
４
７

　
耕
作
中
の
農
地
や
山
林
で
あ
る
こ

と
な
ど
を
理
由
に
受
益
者
負
担
金
の

徴
収
猶
予
を
受
け
て
い
る
土
地
が
宅

地
化
さ
れ
た
場
合
に
は
、
届
け
出
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、

徴
収
猶
予
が
取
り
消
さ
れ
、
負
担
金

を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
該
当
す
る
場
合
は
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

町
道
の
交
通
規
制

問
都
市
整
備
課
　
撒（
57
）４
１
５
５

　
小
山
市
主
催
に
よ
る
「
第
９
回
お

や
ま
思
川
ざ
く
ら
マ
ラ
ソ
ン
大
会
」

の
開
催
に
伴
い
交
通
規
制
を
行
い
ま

す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

日
４
月
９
日（
日
）　

　
９
時
30
分
～
12
時

交
通
規
制
　
車
両
通
行
止
め

所
左
図
の
と
お
り

記号の見方　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込日 容 儡所 定対 申

３月～５月は滞納整理強化月間です

町
税
・
県
税
の
納
め
忘
れ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
？

問
税
務
課
撒（
５７
）４
１
２
４
・
４
１
４
４

　
当
町
を
含
め
た
県
内
全
て
の
市
町
と
栃
木
県
で
は
、
３
月
か
ら
５
月
を
「
滞

納
整
理
強
化
月
間
」
と
定
め
滞
納
税
の
徴
収
強
化
に
取
組
み
ま
す
。

　
当
町
で
は
、
催
告
書
の
送
付
、
電
話
に
よ
る
催
告
、

滞
納
者
宅
へ
の
臨
戸
訪
問
、
悪
質
な
滞
納
者
に
対
す
る

預
貯
金
、
給
与
、
生
命
保
険
、
不
動
産
等
の
差
押
え
の

強
化
な
ど
滞
納
の
解
消
に
向
け
た
取
り
組
み
を
お
こ
な

っ
て
い
ま
す
。

◎
納
税
が
困
難
な
人
は
早
め
に
相
談
を
！

　
失
業
・
事
業
の
不
振
、
病
気
や
家
庭
の
事
情
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
で
納

期
限
内
に
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
早
め
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

◎
滞
納
処
分
と
は

　
税
金
を
納
付
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
付
し
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
、
最

終
的
に
は
法
律
に
基
づ
い
た
自
力
執
行
権
に
よ
り
、
財
産
を
差
押
え
て
強
制
的

に
徴
収
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
納
期
限
内
に
納
付
さ
れ
な
い
場
合
、
督
促
状

を
送
付
し
て
納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
督
促
し
ま
す
。

滞納処分の流れ

滞納発生

督促・催告

財産調査（捜索）

財産差押え

換価（公売）
強制取立て


